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子
育
て
支
援
・
無
料
相
談

募
　
集

催
　
し

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ
拡
大
版 ◆ 議会報告

　６月 30日に平成 28 年第２回組合議会（臨時会）を
開催しました。この議会には次の９議案を上程し、全
ての議案が可決、承認、同意されました。
　詳しくは、伊賀市・名張市広域行政事務組合のホー
ムページをご覧ください。

６月 30日に平成 28 年第２回組合議会（臨時会）を

【問い合わせ】　伊賀市・名張市広域行政事務組合　☎ 22-9690　℻   24-2265
　〒 518-0825　伊賀市小田町 1380番地の 1　http：//www.e-net.or.jp/user/iga-7/

　
　

組
合
議
会

　
　
　
　
議
員
の
ご
紹
介

　

伊
賀
市
・
名
張
市
広
域
行
政
事
務
組
合

議
会
は
、
伊
賀
市
議
会
か
ら
選
任
さ
れ
た

８
人
、
名
張
市
議
会
か
ら
選
任
さ
れ
た
６

人
の
議
員
に
よ
り
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

　　
敬
称
略
・
順
不
同

　
＊
は
新
た
に
就
任
さ
れ
た
議
員

議
　
長
　
　
　
森
脇
　
和
德
　（
名
張
市
）

副
議
長
　
　
　
北
出
　
忠
良
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伊
賀
市
）

監
査
委
員
　
　
富
田
　
真
由
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名
張
市
）

議
　
員
　
　
＊
上
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宗
久
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伊
賀
市
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＊
生
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正
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伊
賀
市
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＊
市
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伊
賀
市
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＊
中
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伊
賀
市
）

　
　
　
　   

　
中
岡
　
久
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伊
賀
市
）

　
　
　
　
　   

安
本
　
美
栄
子（
伊
賀
市
）

　
　
　
　
　   

空
森
　
栄
幸
　（
伊
賀
市
）

　
　
　
　   

　
永
岡
　
禎
　
　（
名
張
市
）

　
　
　
　  

　 

福
田
　
博
行
　（
名
張
市
）

　
　
　
　
　   

柳
生
　
大
輔
　（
名
張
市
）

　
　
　
　  

　 

吉
住
　
美
智
子（
名
張
市
）

議案番号 件　名

議案第13号 伊賀市・名張市広域行政事務組合職員の分限に関する条例の一部改正について

議案第14号
伊賀市・名張市広域行政事務組合職員の
勤務時間、休暇等に関する条例の一部改
正について

議案第15号 伊賀市・名張市広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部改正について

議案第16号
専決処分の承認について（伊賀市・名張
市広域行政事務組合農業共済条例の一部
改正）

議案第17号 専決処分の承認について（家畜共済危険段階共済掛金標準率等の設定）

議案第18号 専決処分の承認について（畑作物危険段階基準共済掛金率の設定）

議案第19号 平成 28 年度農作物共済に係る水稲の無事戻金の交付について
議案第20号 損害評価会委員の委嘱について
議案第21号 公平委員会委員の選任について

　
水
稲
の
損
害
評
価
は
、
加
入

者
か
ら
提
出
さ
れ
た
損
害
評
価

野
帳
を
基
に
被
害
申
告
の
あ
っ

た
水
田
全
て
を
損
害
評
価
員
な

ど
が
現
地
調
査
を
し
ま
す
。
そ

の
後
、
地
区
ご
と
の
評
価
の
バ

ラ
ン
ス
が
取
れ
て
い
る
か
を
確

認
す
る
た
め
、
任
意
に
抽
出
し

た
被
害
耕
地
の
「
抜
取
調
査
」

を
実
施
し
ま
す
。

　
こ
の
調
査
は
、
三
重
県
農
業

共
済
組
合
連
合
会
も
実
施
し
、

公
正
か
つ
適
正
な
評
価
に
な
る

よ
う
何
度
も
確
認
を
行
い
、
被

害
額
確
定
後
、
12
月
下
旬
に
共

済
金
を
支
払
う
予
定
で
す
。

対
象
と
な
る
被
害
は
？

　
一
筆
方
式
の
７
割
補
償
に
加

入
し
て
い
る
人
は
、
一
筆
ご
と

に
最
高
７
割
ま
で
の
補
償
を
し

ま
す
の
で
、
減
収
量
が
３
割
を

超
え
る
場
合
が
対
象
で
す
。

　

災
害
の
種
類
は
、
風
水
害
、

冷
害
、
干
害
な
ど
20
項
目
の
自

然
災
害
や
、
い
も
ち
病
を
代
表

と
す
る
病
虫
害
の
ほ
か
、
イ
ノ

シ
シ
や
シ
カ
な
ど
に
よ
る
鳥
獣

害
も
対
象
と
な
り
ま
す
。

被
害
の
申
告
方
法
は
？

　
損
害
評
価
野
帳
に
必
要
事
項

を
記
入
の
上
、
地
区
の
損
害
評

価
員
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

野
帳
は
、
農
林
振
興
課
・
各
支

所
振
興
課
（
上
野
支
所
を
除

く
）・
各
地
区
市
民
セ
ン
タ
ー

に
備
え
つ
け
ら
れ
て
い
る
ほ

か
、
損
害
評
価
員
か
ら
も
受
け

取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
ま
た
、
被
害
表
示
の
立
札
を

被
害
耕
地
へ
立
て
て
く
だ
さ
い
。

被
害
申
告
は
お
早
め
に

　
損
害
評
価
を
す
る
前
に
刈
り

取
り
を
実
施
す
る
と
、
被
害
状

況
が
確
認
で
き
ず
、
共
済
金
を

支
払
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
り

ま
す
。
被
害
申
告
は
、
損
害
評

価
の
日
数
な
ど
も
考
慮
の
上
、

早
め
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

水
稲
の
損
害
評
価
が

始
ま
り
ま
す

青
山
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
場
を

ご
利
用
く
だ
さ
い

　
奥
鹿
野
の
青
山
グ
ラ
ウ
ン

ド
内
に
、
屋
根
付
き
ゲ
ー
ト

ボ
ー
ル
場
２
面
を
設
置
し
て

い
ま
す
。

　
利
用
手
続
き
・
申
込
方
法

は
、
青
山
ホ
ー
ル
管
理
事
務

所
（
☎
52
・
１
１
０
９
）
ま
で

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。


